
 

 

 

高病原性鳥インフルエンザにかかる殺処分状況等について（２例目）（第１報） 

 

 高病原性鳥インフルエンザの防疫措置状況について、以下のとおりお知らせします。 

 

１ 殺処分の状況 

１月８日（木） ９時    殺処分開始 

 16 時現在  155,000 羽のうち 16,010 羽（10.3％） 

 

※ 次回は、１月９日（金）９時現在の状況を 10 時ごろに情報提供する予定 

 

２ その他 

（１）食品（鶏卵、鶏肉）を食べたとしても、これにより鳥インフルエンザウイルスが

人に感染することはありません。 

（２）殺処分した鶏の保管、輸送、焼却に関する安全対策には万全を期して対応してい

ます。 

（３）現場の取材は、本病のまん延防止の観点から、厳に慎むようお願いします。 

（４）今後とも、本件に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者が根拠のな

い噂などにより混乱することがないよう、ご協力願います。 

（５）ヘリコプター等を使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお

願いします。 
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